
浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム会員要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱はデジタルを活用したまちづくりの推進体制に関する要綱（以下「推

進体制要綱」という。）第１７条の規定に基づき組織される、会員に関し必要な事項

を定める。 

 

（目的） 

第２条 浜松市デジタル・スマートシティ官民連携プラットフォーム（以下「ＰＦ」と

いう。）の会員の種別、登録手続き等を明らかにすることで円滑な会員運営を行い、

もって本市におけるデジタル・スマートシティの推進を図る。 

 

（会員種別） 

第３条 会員の種別は次の区分による。 

一 一号会員（運営会員） 

  推進体制要綱別表に記載の団体又は有識者 

二 二号会員（パートナー会員） 

  会員の登録申請に加え、ＰＦの活動に資する役務の提供、本市を活動領域とした

具体的な事業の提案、共催事業の開催等を申し出、会長に承認された団体 

三 三号会員（一般会員） 

  会員の登録申請を行い、会長に承認された団体又は個人事業主 

 

（登録申請） 

第４条 前条第２号又は第３号の会員としての登録を希望する団体又は個人事業主は、

ＰＦホームページ上の会員登録申請フォームにより、登録の申請を行うものとする。 

 

（登録承認） 

第５条 ＰＦ会長は、前条の申請があったときは速やかに内容の確認を行い、疑義がな

ければ登録の承認を行う。 

２ ＰＦ会長は、前項の承認を行ったときは、登録の申請を行った会員に対し速やかに

通知する。 

 

（掲載及びその同意） 

第６条 ＰＦ会長は、登録の承認をした会員の情報をＰＦホームページに掲載する。 

２ 会員は前条の掲載について異議を述べないものとする。 



 

（会員期間・退会等） 

第７条 会員としてＰＦに参加できる期間は、第３条の会員種別に応じ、次のとおりと

する。 

一 一号会員（運営会員） 

  推進体制要綱第１７条第１項第１号に基づき、別表に掲げられている間 

二 二号会員（パートナー会員） 

  登録の承認日から当該年度末まで。ただし、期間満了日の前日までに会員から更

新しない旨の届出がない場合には、同一の条件で次年度末まで自動更新するものと

する。 

三 三号会員（一般会員） 

  退会し又は除名されるまでの間 

２ 会員は、前項第２号により二号会員（パートナー会員）としての身分を失ったとき

であっても、なお三号会員（一般会員）としての身分を有する。 

３ 会員は、第１項の期間にかかわらず、ＰＦ会長に対して書面等により届け出ること

により、ＰＦから退会することができる。 

４ ＰＦ会長は、第１項の期間にかかわらず、会員が次の各号のいずれかに該当すると

きは、その会員を除名することができる。 

一 推進体制要綱若しくはこの要綱に違反し又はＰＦの信用を著しく害したとき 

二 会員が解散若しくは営業を停止し又は活動実態がないと認められたとき 

三 会員が暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき 

四 その他ＰＦの運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき 

 

（会費等） 

第８条 会費及び入会金は、無料とする。 

 

（事業化分科会設置の提案） 

第９条 一号会員（運営会員）又は二号会員（パートナー会員）は、運営委員会（推進

体制要綱第１６条の規定に基づき設置される運営委員会をいう。）に対して事業化分

科会の設置を提案できる。 

２ 事業化分科会の設置及び運営に関する事項については、別に定める「浜松市デジタ

ル・スマートシティ官民連携プラットフォーム 事業化分科会要綱」による。 

 

（会員情報の発信） 

第１０条 一号会員（運営会員）、二号会員（パートナー会員）又は三号会員（一般会

員）は、当該会員の有する技術・サービス等の情報を、ＰＦ会長がＰＦの目的に合致



すると認める範囲かつ方法で、他の会員に対し周知することができる。 

 

（要綱の制定改廃） 

第１１条 この要綱の制定改廃は市長が行い、改廃した場合は、遅滞なく会員に通知す

る。 

 

附則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和５年６月１９日から施行する。 

 

附則 

この要綱は、令和８年３月１日から施行する。 

 


